
令和２年５月１５日 

 

認定こども園・保育所などを利用する保護者の皆様へ 

 

堺市長 永藤 英機 

 

令和２年４月７日に、政府により「緊急事態宣言」が発出され、皆様方には、日々

の外出自粛へのご協力に感謝申し上げます。 

今般、緊急事態宣言は継続されているものの、大阪府による緊急事態措置は、一定

の条件のもと、休業や外出自粛要請が段階的に解除される方針が示されたため、本市

においても原則休園措置を解除し、登園自粛を要請することとしました。 

これまでも、市内の認定こども園・保育所などでは、保育教諭等をはじめとする  

職員の方々が、小さな子どもたちが感染しないよう、細心の注意を払いながら安全で

安心な保育の提供に日々取り組んでいただいています。ただし、小さな子どもたちが

集団で生活することは、感染リスクが高い状況であることに違いありません。 

原則休園措置については解除いたしますが、感染防止の観点から、できるだけ接触

の機会を減らすことが必要不可欠であり、保護者の皆様におかれましては、お仕事を

休まれる等、家庭での保育が可能な場合は、引き続き、園児の登園をお控えいただく

よう強くお願いいたします。 

子どもたちとご家族、さらには保育従事者の感染を防止し、保育体制を維持する 

ための登園自粛要請の趣旨をご理解いただき、何卒ご協力をお願い申し上げます。 


